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新学期です。 

 新生活のスタートです。春休み期間や入学前の生活で生活のリズムが 

狂ってしまっている人もいるかもしれません。今一度気持ちも新たにし 

っかりと頑張っていきましょう。 

  

自転車について 

（自転車保険・ヘルメット着用・自転車利用のルールなど） 

 今年は雪融けが早く、自転車通学願いを提出した生徒から 

自転車通学が始まります 

学校付近は坂道もあり、非常に危険です。周囲をよく確認し、交差点 

でのスピードの出し過ぎなどに十分注意をしましょう。 

また、車道の左側を通行し、自転車は決められた場所（職員玄関横） 

にきちんとおき、鍵も必ず 2つかけておくようにしてください。 

車道にはみ出しての横列走行や、二人乗りなどないようにしてください。また、地域の人

たちはみなさんのことをよく見ています。迷惑をかけないようにしましょう。 

岩見沢東高校では毎年自転車通学届を提出することになっています。今年の自転車通学を

考えている生徒は自転車通学届を提出し、ステッカーの交付を受けてください。 

また、自転車に乗る者は被害者ばかりでなく、故意ではない中で、自動車と同様に他人を

傷つける、モノを壊すなどといった加害者にもなります。加害者となった場合の損害賠償は

自動車事故とほとんど変わりません。 

東高校では自転車通学生については保険加入が義務づけられていますが、自転車通学生徒

以外でも日常的に自転車を利用する生徒は、何らかのかたちで自転車保険に加入することを

検討してください。自動車保険や地震保険のオプションで契約できるものもありますので、

保護者の方に相談・確認してください。 

また、令和５年４月１日から自転車乗車時のヘルメット着用も全年齢において努力義務と

なっています。 

「努力義務」とは、「〜するよう努めなければならない」ということで、違反しても刑事罰や

過料等の法的制裁は受けません。東高校でも通学時のヘルメット着用を現段階では義務づけ

ません。ただし自転車事故で死亡した人の約 7 割は、頭部に致命傷を負っているといわれて

います。また、着用者と非着用者で比較すると、ヘルメットを着けていない人は 2.3 倍も致

死率が高くなっているようです。ヘルメットは、自転車利用者の命を守るものといえるほど

大切な物といえることから保護者の方と購入について相談しできる限りの購入をお願いしま

す。 

 さらに令和８年月４月 1日から「交通反則通告制度」が始まります、自転車にも「青切符」

が適用されることになります。生徒の皆さんは自転車を通学以外でも自転車を使うことが多

いと思います。裏面の警視庁交通部より出されている「Ｑ＆Ａ交通安全通告制度編」をよく

読んで安全運転を心がけましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の行事予定（対面式以降） 

 １３日（月）～１５日（水） 新入生個人面談 

 １４日（火）尿検査１次 

 １６日（木）総探オリエンテーション、進路希望調査 

 １７日（金）身体測定・視力検査等 

 ２０日（月）スクールカウンセラー講話（１年生対象） 

 ２４日（金）Ｘ線、心電図検査（１年生対象） 

 ２８日（火）尿検２次 

 ３０日（木）ＨＲ役員認証式・生徒総会 



 


